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【陳情趣旨】 

 当会は「市民と議会の懸け橋」を目的に活動しておりますが、政務活動費に関しても以前より関

心を持っております。 

武松議長におかれましても、市民の政務活動費に対する関心の高さを、認識されているものと推

察しております。と申しますのも、８月の「市議会だより」掲載の「議長就任のごあいさつ」に「政

務活動費の使途に対する疑念等厳しさを増しております」と表現しています。 

私たちも、先の元兵庫県議会議員の「政務活動費をめぐる収支報告書への虚偽記載事件」もあり

小田原市議会議員の政務活動費の使途に関心を持ちました。 

今回の武松議長の議長就任のご挨拶によれば「政務活動費収支報告書のホームページ公開」に触

れていますが、「ホームページ公開」が実現すれば、我々が願っていたことが一歩も二歩も前進し

たことになり「市民が期待する開かれた議会」の実現に大きく前進するものと期待しております。

しかし我々が政務活動費公開に望む「公開範囲」と議会側が検討する「公開範囲」が一致している

のかが気になります。 

 

私たちが望む「政務活動費の公開」とは、現在でも議長に申し出れば閲覧可能な「政務活動費収

支報告書」「政務活動費出納帳簿」並びに「領収書等」の３点セットを指していますが、議会も同

じ範囲と理解して宜しいのでしょうか。 

私たちが、閲覧して政務活動費の使途状況を確認したところ、内容確認する為には「政務活動費

収支報告書」のみでは不十分で、少なくとも「政務活動費出納帳簿」のホームページ公開も必要な

ことを確認していますので、以下のとおり陳情いたします。 

 

【陳情項目】 

政務活動費の使途をホームページに公開する際には、政務活動費収支報告書、政務活動費出納帳

簿並びに領収書等の３点のうち、領収書等を除く少なくとも２点即ち政務活動費収支報告書、政務

活動費出納帳簿の２点を公開することを陳情致します。 
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